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【手続補正書】
【提出日】令和1年9月5日(2019.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技媒体が通過することによって賞球が払い出される所定領域と、
　遊技を制御する主基板に設けられ、前記遊技媒体の所定領域への通過によって払い出さ
れる賞球に関する所定情報を表示可能な情報表示手段と、を備え、
　所定の操作が行われた場合に、前記情報表示手段による表示の態様が変化し、
　前記情報表示手段が設けられた前記主基板は、かしめられた基板ケース内に収容されて
いる、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　従来より、遊技機として、遊技盤の表面に遊技球の流下方向や速度を変化させる風車や
多数の遊技釘が設けられているものがある（特許文献１参照）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　この種の遊技機においては、入賞口や通過ゲートの通過割合は、遊技盤に設けられた遊
技釘の調整等によって変動する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１１７５７６号公報
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　上記遊技機では、遊技釘などの調整により、遊技球の払出率の設計などを行うことがあ
る。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　しかし、遊技釘などに対してどのような調整を行ったかを遊技機の外部から認識するこ
とができなかったため、設計値通りの払出率となるか否かの判断が難しいという問題があ
る。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、上記実情を鑑みてなされたものであり、どのような調整を加えられたかを認
識できる遊技機を提供することを目的とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　手段Ａの遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）は、
　遊技媒体（例えば、遊技球）が通過することによって賞球が払い出される所定領域（例
えば、第２始動入賞口となる普通可変入賞球装置６Ｂ、大入賞口となる特別可変入賞球装
置７、第１始動入賞口となる普通入賞球装置６Ａ、一般入賞領域となる一般入賞口５０Ａ
～５０Ｄ）と、
　遊技を制御する主基板（例えば、主基板１１）に設けられ、前記遊技媒体の所定領域へ
の通過によって払い出される賞球に関する所定情報（例えば、役連、役比）を表示可能な
情報表示手段（例えば、表示モニタ２９）と、を備え、
　所定の操作（例えば、クリアスイッチをＯＮにする、図６０（Ａ）～（Ｃ）に示す主基
板１１Ｃと表示基板１１Ｄを繋ぐハーネス１１Ｅを抜く）が行われた場合に、前記情報表
示手段による表示の態様が変化し（例えば、表示モニタ２９が点滅する、表示モニタ２９
の表示の色が変化しながら表示が行われる、表示モニタ２９の表示の明度を高くして表示
が行われる）、
　前記情報表示手段が設けられた前記主基板は、かしめられた基板ケース（例えば、基板
ケース２０１）内に収容されている、
　ことを特徴とする。
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　上記構成によれば、どのような調整を加えられたかを認識できる。さらに、不正を防止
できる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、後述する発明を実施するための形態には、以下に示す手段Ｂ１～手段Ｂ９に係る
発明が含まれる。従来より、特開２０１４－２００３０５号公報（段落０２０８，図５９
）に示されるように、大当り中に一般入賞口へ遊技球が入賞すると、始動記憶表示の１つ
の態様が変化して、始動記憶表示に対応する特図変動表示ゲームが「当り」であるか「は
ずれ」であるかを報知する遊技機が提案されている。また、特開２０１４－７３１８７号
公報（図６７）に示されるように、普通入賞口（一般入賞領域）に遊技球が入球すると、
演出用表示装置にて入球数がカウントアップ表示され、カウントアップされているカウン
ト数が抽選により決定された実行契機回数に到達すると、記憶内連荘が発生することが遊
技者に伝達される遊技機が提案されている。この遊技機では、普通入賞口に遊技球が入球
することで一律に１ずつ入球数がカウントアップ表示されることになる。一般入賞領域へ
の遊技媒体の進入は、遊技媒体が進入することにより特別図柄の可変表示が実行される始
動入賞領域への遊技媒体の進入と比較して、遊技への影響が低いものとなっている。また
、特別図柄の可変表示の表示結果が特定表示結果となったときには遊技者にとって有利な
有利状態に制御されるが、この有利状態において遊技媒体が進入可能となる特定入賞領域
への遊技媒体の進入と比較して、遊技者の関心は低く、興趣を高めることが困難なものと
なっている。そこで、このような一般入賞領域を有する遊技機において、一般入賞領域に
遊技媒体が進入した場合の興趣をさらに高める余地が存在する。手段Ｂ１～手段Ｂ９に係
る発明の課題は、一般入賞領域を有する遊技機における遊技の興趣を高めることである。
　手段Ｂ１の遊技機は、
　遊技媒体（遊技球）が進入可能な始動入賞領域（第１始動入賞口，第２始動入賞口）と
一般入賞領域（第１～第４一般入賞口５０Ａ～５０Ｄ）を有する遊技機（パチンコ遊技機
１）であって、
　前記始動入賞領域（第１始動入賞口，第２始動入賞口）に遊技媒体が進入した場合に可
変表示（第１特図の可変表示，第２特図の可変表示，飾り図柄の可変表示）を実行する可
変表示手段（第１特別図柄表示装置４Ａ，第２特別図柄表示装置４Ｂ，画像表示装置５）
と、
　前記一般入賞領域に遊技媒体が進入した場合に特定価値（賞球，点数）を付与する付与
手段（遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、
　前記一般入賞領域に遊技媒体が進入した後の特定期間（一般入賞から１分間，２分間，
又は５分間）において所定条件（第１始動入賞口又は第２始動入賞口への有効始動入賞，
リーチ状態の成立）が成立した場合に、特定演出（特定演出Ｆ（先読み予告演出），特定
演出Ｇ（変動結果予告演出））を実行する演出実行手段（演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
を備える
　ことを特徴とする遊技機（第４７演出形態～第４９演出形態のパチンコ遊技機１）であ
る。
　これによれば、一般入賞領域に遊技媒体が進入した後の特定期間において所定条件が成
立するか否かに興味を持たせることができ、一般入賞領域に遊技媒体が進入してから特定
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演出が実行されるまでの興趣を高めることができる。
　手段Ｂ２の遊技機は、
　手段Ｂ１の遊技機であって、
　前記一般入賞領域に遊技媒体が進入した後の状態であることを特定可能に報知する（一
般入賞口への入賞直後にキャラクタＡ～Ｃのいずれかが出現する）報知演出を実行する報
知演出実行手段をさらに備える
　ことを特徴とする遊技機である。
　これによれば、一般入賞領域に遊技媒体が進入したことを遊技者に認識させることがで
きる。
　なお、遊技媒体が進入した後の状態であることを特定可能に報知する報知演出としては
、遊技媒体が一般入賞領域に進入してから予め定められた特定期間が経過したか否かを遊
技者が把握困難な演出と、遊技媒体が一般入賞領域に進入してから予め定められた特定期
間が経過したか否かを遊技者が把握容易な演出の両方が含まれる。例えば、前者の演出と
して、一般入賞領域に遊技媒体が進入した直後に効果音を比較的短い期間（例えば０．５
秒から２秒程度）出力させる演出があり、後者の演出として、一般入賞領域に遊技媒体が
進入した直後から予め定められた特定期間（例えば１分間）を経過するまで画像表示装置
にキャラクタを継続的に表示させる演出がある。
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